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午前１０時５４分 開会

○西野分科会長 ただいまから予算決算委員会都市経済分科会を開会いたします。

門脇委員から欠席の届出がありましたので、御報告いたします。

本日は、先ほどの本会議で予算決算委員会に付託された議案のうち、当分科会の審査担

当とされました議案２件について審査をいたします。

上下水道局所管について審査をいたします。

議案第２号、令和６年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第４回）を議題といたし

ます。

当局の説明を求めます。

田中下水道企画課総務担当課長補佐。

○田中下水道企画課総務担当課長補佐 それでは、ただいま通知をいたしました１月１５

日の議運資料の資料３の議案第２号説明資料を御覧ください。

議案第２号、令和６年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第４回）についてでござ

います。予算規模ですが、収益的収入を１,０７６万６,０００円の増額、また資本的収入

及び資本的支出をそれぞれ２億４,９００万円の増額といたしております。これは、２の主

な事業に記載しておりますとおり、国の補正予算（第１号）により追加配分を受けます防

災・安全交付金を活用した防災・減災、国土強靱化の推進に係る建設改良費の増額と、そ

れに伴う収入の増額を行うものでございまして、令和７年度予算で実施を予定しておりま

す中央ポンプ場４号雨水ポンプ改築工事ほか１件の工事をこの補正予算により前倒しで実

施することで、早期に事業を実施するものでございます。なお、今回増額となる事業費の

２億４,９００万円につきましては、全額を令和７年度に繰り越すこととしております。

説明は以上でございます。

○西野分科会長 当局の説明が終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたします。

〔「なし」と声あり〕

○西野分科会長 ないようですので、以上で上下水道局所管の審査を終わります。

予算決算委員会都市経済分科会を暫時休憩いたします。

午前１０時５７分 休憩

午前１０時５８分 再開

○西野分科会長 予算決算委員会都市経済分科会を再開いたします。

都市整備部所管について審査をいたします。

議案第１号、令和６年度米子市一般会計補正予算（補正第１０回）のうち、都市整備部

所管部分を議題といたします。

当局の説明を求めます。

柳田建設企画課長補佐。

○柳田建設企画課長補佐兼総務担当課長補佐 そうしますと、議案第１号、令和６年度米

子市一般会計補正予算（補正第１０回）のうち、都市整備部所管部分について説明いたし
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ます。それでは、通知をさせていただきます。

画面では、議案・予算書の公開用事業概要書７ページです。説明は、歳出予算の事業の

概要により説明をさせていただきます。

このたびの補正予算は、いずれも国の補正予算に伴う社会資本整備総合交付金などの国

費の追加配分により事業費を増額し、事業の進捗を図るものです。また、年度内の事業完

了が見込めないため、併せて繰越明許費を計上しております。

７ページ上段、道路維持補修事業（補助）、下段、橋りょう補修事業、次の８ページ、参

りまして、上段の安心・安全な通学路整備事業については、工事費などの事業費を増額し

ております。

８ページ下段、市道安倍三柳線改良事業は、移転補償費として５,０００万円の増額をし

ております。

次の９ページ上段、角盤町周辺まちなかウォーカブル推進事業、下段、米子駅周辺まち

なかウォーカブル推進事業については、いずれも工事費などの事業費を増額しております。

続いて、１０ページ上段、県営街路事業負担金については、国費の追加配分による鳥取

県の事業費の増額に伴い、本市の負担金を増額するものでございます。

最後に、下段、公園施設長寿命化事業は、公園施設長寿命化計画に基づき、２か所の公

園遊具の更新整備を行います。参考として、委員会資料の中に社会資本整備総合交付金等

の追加配分の状況及び関係位置図を作成しておりますので、併せて御覧ください。

今後もインフラ整備のための財源確保につきましては、国への要望活動をはじめ、引き

続き努めてまいります。

説明は以上でございます。

○西野分科会長 当局の説明が終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたします。

津田委員。

○津田委員 ちょっとお聞かせいただきたいと思いますけど、まず、９ページの上段の角

盤町周辺まちなかウォーカブル推進事業の、この内容のところの工事費、それから設計委

託料って書いてあるんですけれども、この設計委託料だけっていうのは、何か工事費とか

というのがないというのは何でなんでしょうか、お聞かせいただければと思います。

○西野分科会長 中原米子駅周辺整備推進室長。

○中原都市整備課米子駅周辺整備推進室長 市道元町通り線の設計委託料につきまして

は、今回の補正で設計委託を行いまして、次年度以降にこの設計に基づいて工事を行う予

定としておりますので、今回は、元町通り線については設計委託料のみを計上しておりま

す。以上です。

○西野分科会長 津田委員。

○津田委員 分かりました。それでは、もう１件なんですけれども、１０ページの下段の

公園施設長寿命化事業ということで、この２つの公園というのは計画に基づいてされたと

思いますけれども、これのメニューっていうのは大体どのようなメニューでされるのか、

教えていただければと思います。

○西野分科会長 本干尾都市整備課長。

○本干尾都市整備課長 公園施設長寿命化事業につきましては、本市の都市公園施設の長
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寿命化計画に基づきまして、健全度が一定の基準を満たしたところにつきまして、順次、

計画を持って更新をしていくという事業でございまして、これに対して、社総金の国費の

補助をいただいているというところでございます。以上です。

○西野分科会長 津田委員。

○津田委員 そういう計画とかに基づいてということですけれども、この２つの公園とい

うのは、長寿命化とかの計画、今後、それ以外にというのは何かあるんでしょうか、計画

されているところとかっていうのは。お聞かせ願えればと思いますが。

○西野分科会長 本干尾都市整備課長。

○本干尾都市整備課長 この公園長寿命化事業っていうのは、これまでも継続してやりま

して、今後も継続して実施をしていく予定にしておりますし、毎年、施設の点検を行いま

して、健全度等も当然変わってきますので、それに基づいて見直しをかけながら、継続し

て実施していく予定にしております。以上です。

○津田委員 分かりました。

○西野分科会長 ほかにございませんか。

錦織委員。

○錦織委員 すみません。一つ、財源について伺いたいと思います。１０ページの上の段

の県営街路事業の負担金なんですけれども、地方債となっていますが、通常こうした県営

事業の負担金というものは地方債になっているもんですかね。ちょっとこれがそうなのだ

っていうことなのかどうか、お聞きします。

○西野分科会長 督永道路整備課道路改良担当課長補佐。

○督永道路整備課道路改良担当課長補佐 御質問の県営街路事業の負担金を地方債に充

てることについてですが、以前より、この負担金に関しては地方債を充てて事業のほう負

担をさせていただいておるところでございますが、よろしいでしょうか。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 じゃあ、ちょっと今回、あれっと思ったもんですからですけど、通常こうい

うふうに地方債を充ててるということであれば、分かりました。以上です。

○西野分科会長 ほかにございませんか。

９ページ下段の米子駅周辺まちなかウォーカブル推進事業について伺いま

す。ちょっとこれだけ少し予算が太いなと思ったので、ざっくりでいいので、この工事費

の内訳を教えていただけますでしょうか。

○西野分科会長 中原米子駅周辺整備推進室長。

○中原都市整備課米子駅周辺整備推進室長 市道米子駅目久美町線の工事費の内訳につ

いてですが、位置図の赤色で着色されております箇所の歩行空間の歩行環境の整備、また

舗装の美装化に約６,０００万円程度考えております。また、それ以外にも、黒く着色され

ている箇所において、まだ残工事が残っている部分がありますので、そちらの道路照明の

設置について約３,０００万円程度。また、舗装の最終仕上げとしまして、石畳風のカッタ

ーを入れる工事も行いますので、そちらに約２,０００万円程度を考えておるところでござ

います。以上です。

○西野分科会長
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昨日もその石畳風のところを実際に見てきたんですが、非常に細かい砂利の

石、洗い出しの仕上げになってまして、カッターで入れた石畳風の線がほとんど見えなく

てですね、こうやって近づくと、あっ、線入ってるなというのが分かるんですけど、あれ

はどういう意図でああいうふうな仕様にしてあるのか、理由が説明できたらお願いします。

○西野分科会長 中原米子駅周辺整備推進室長。

○中原都市整備課米子駅周辺整備推進室長 石畳風の舗装につきましては、主に景観性の

向上を目的として工事をしております。そちらにつきましては、事例としましては境港市

の水木しげるロードでも同様の仕上げをされておりますので、そちらのほうを参考にしな

がら採用させていただきました。以上です。

○西野分科会長

境港市の水木しげるロードを参考にということで、少し調べてみたんですが、

境港市の場合は、洗い出しにカッターで線を入れたのではなくって、もともとジョイント

加工した舗装ブロックをつなぎ合わせているので、それは見た目ではなくって、実際、そ

れで境界線というか、目地が生じている。この工法というのは、例えば傷んだところをそ

こだけ取り替えることができるというようなメリットがあって採用しておられるのではな

いかなと思うんですけど、米子市の場合、見た目だけをまねたっていう理由は何でしょう

か。

○西野分科会長 本干尾都市整備課長。

○本干尾都市整備課長 米子駅目久美町線につきましては、ウォーカブル推進事業の対象

路線として道路全体を歩行空間、歩きやすくっていうところと、あと、それで歩道の空間

を広げるとかっていう整備と併せて、道路の美装化というところで、高質空間を創出する

という目的で事業を実施しておりまして、歩道部分に限らず、車道部分につきましても、

従来のアスファルト舗装ではなくて、高質化といいますか、景観等も配慮しまして、工法

は、石畳風の見せ方というのはいろいろと種類はあるんですけども、この目久美町線につ

きましてはこの工法を採用して、そういう景観を形成する整備を行ったというところでご

ざいます。以上です。

○西野分科会長

その景観に配慮、結構なお金かかってるんですけど、その景観に配慮するこ

とで得られる効果というのはどういうものを想定しておられますか。

○西野分科会長 本干尾都市整備課長。

○本干尾都市整備課長 目久美町線、沿線への民間投資の誘導というところを目的の一つ

として整備もしておりますので、新しくできた駅南口につながるメインの道路として、シ

ンボルというか、メインストリートっていうところの周辺のにぎわい、今後のにぎわい創

出も含めて、そういう整備を行って、にぎわい創出につなげていきたいというところも含

めまして、景観部分、高質空間の形成というところで整備を行っているところでございま

す。以上です。

○西野分科会長

民間投資の誘導と周辺のにぎわい創出、それを図る目標値、今の時点で教え

てください。

○西野分科会長 中原米子駅周辺整備推進室長。
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○中原都市整備課米子駅周辺整備推進室長 市道米子駅目久美町線は国費を活用して事

業を行っておりまして、それに伴い、整備計画というものを定めております。その整備計

画の中で、目標値といたしまして、一つは米子駅南側の歩行者交通量、こちら、米子駅目

久美町線の歩行者数を米子駅南北自由通路開通により増えた歩行者数を維持するという目

標を立てております。また、これは南側だけではないんですけども、米子駅周辺エリア、

この計画区域内の商業店舗の新規出店数を１以上増やすといったところを目標として整備

計画に掲げております。以上です。

○西野分科会長

南北自由通路ができて増えた歩行者数を維持するということですが、現時点

で歩行者数幾らですか。

○西野分科会長 中原米子駅周辺整備推進室長。

○中原都市整備課米子駅周辺整備推進室長 令和５年度に米子駅目久美町線の歩行者数

を計測した結果は１５４人となっております。以上です。

○西野分科会長

昨日行ったときも、学生さんが歩いておられて、工事してないところって本

当に歩道ががたがたで、これ整備する意味というのは一定あるなというふうに感じました。

ただ、車道のカッターを入れる入れないというのは、今さら、もう工事が終わってるとこ

ろとの整合性がありますので、しないという選択肢はないとは思うんですが、それが本当

にどのような効果がもたらされるのか、私は砂利の洗い出しだけで十分きれいだなと思っ

たので、それ以上に目地をわざわざつけることにどういう意味があるのかというのは、こ

ういった工事をする上で、今後しっかりと効果を検討してから導入していただくように要

望して、質問を終わります。以上です。

○西野分科会長 ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○西野分科会長 ないようですので、以上で都市整備部所管の審査を終わります。

予算決算委員会都市経済分科会を暫時休憩いたします。

午前１１時１５分 休憩

午前１１時１７分 再開

○西野分科会長 予算決算委員会都市経済分科会を再開いたします。

経済部所管について審査をいたします。

議案第１号、令和６年度米子市一般会計補正予算（補正第１０回）のうち、経済部所管

部分を議題といたします。

当局の説明を求めます。

坂隠商工課長。

○坂隠経済部次長兼商工課長 令和６年度、一般会計補正予算のうち、本分科会に付託さ

れました経済部所管の事業について、一括してポイントを絞って説明をいたします。

まずは、歳出予算の事業の概要を御覧ください。４ページ下段、県営土地改良事業負担

金でございます。これは、国の補正予算における国費の追加配分により、淀江地区におい

て県営で行っております圃場整備事業が増額したことに伴い、市の負担額も増額するもの

でございます。
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次に、５ページ上段、林業成長産業化促進対策事業でございます。これは国の補正予算

を活用して実施する事業でございまして、木材の供給体制の強化に取り組む事業者に対し

て、機械導入及び施設整備に係る費用の一部を補助するものでございます。

次に、５ページ下段、物価高騰・円安対応融資利子補給基金積立金でございます。これ

は、物価高騰等により影響を受けた事業者への融資に係る利子を県と協調して補助するた

めの原資を基金へ積立てをするものでございます。

次に、６ページ上段、物価高騰克服！生活応援ギフト券事業でございます。これは、物

価高騰の影響を受けている市民生活の下支えと地域経済の活性化を図るため、４０％のプ

レミアムを上乗せしたギフト券を販売するものでございます。なお、財源内訳の特定財源

のうち、その他としております３億円につきましては、ギフト券の販売収入、こちら、資

料のほうへの記載が漏れておりましたことをおわび申し上げます。

次に、６ページ下段、物価高騰克服！よなごプレミアムポイント還元キャンペーン（第

３弾）でございます。これは、物価高騰の影響を受けている市民生活の下支えと地域経済

の活性化を図るため、Ｊ－ＣｏｉｎＰａｙを活用し、市内で行われたキャッシュレス決済

に対して、市内店舗のみで利用できるポイントを還元するものでございます。なお、詳細

につきましては、先ほど御説明しました物価高騰克服！生活応援ギフト券事業と併せまし

て、説明資料を配付しておりますので、御覧いただければと思います。

次に、１１ページ上段、米子城跡保存整備事業でございます。これは、国費の追加配分

により事業費を増額し、事業の進捗を図るものでございまして、令和７年度に予定してい

た三の丸広場の排水路及び遊歩道の整備を前倒しして実施するものでございます。

最後に、１１ページ下段、市民体育館等管理運営費でございます。これは国の補正予算

における国費の追加配分により事業費を増額し、事業の進捗を図るものでございまして、

令和７年度に予定しておりました東山公園内の排水路整備に係る工事、屋外トイレ更新に

係る設計の一部を前倒しして実施するものでございます。

次は予算書で御説明いたしますので、令和６年度米子市補正予算書７ページを御覧くだ

さい。

繰越明許費でございます。表、上から３段目の県営土地改良事業負担金から６段目の物

価高騰克服！よなごプレミアムポイント還元事業費まで、それから、１４段目の米子城跡

保存整備事業、１５段目の市民体育館等管理運営費につきましては、いずれも年度内完了

が見込めないことから、繰越明許をお願いするものでございます。

説明は以上でございます。

○西野分科会長 当局の説明が終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたします。

物価高騰克服！生活応援ギフト券事業について、まず伺います。３点ほど、

まず伺います。

まず、１つ目は、なぜ今回ギフト券にしたのかということと、あと、２番目は、前回の

お米券については、お米券の額面よりも仕入価格が高かったっていうようなことがあった

んですが、今回採用されるＪＣＢのギフトカードについてはどうかというとこ、３点目が、

お店側、事業者さん側の換金手数料というのは幾らか、この３点です。
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○西野分科会長 坂隠商工課長。

○坂隠経済部次長兼商工課長 それでは、まず、なぜギフト券を今回選択したかというこ

とでお答えさせていただきたいと思います。今回、ギフト券にさせていただきました背景

には、これまでそういった物価高騰対策でＪ－ＣｏｉｎＰａｙのプレミアムポイント、や

ってきた経過がございますけれども、そういった中で、やはりスマホを使えない層とかそ

ういった皆さんから、紙媒体の需要というのを改めてお伺いしたところがございまして、

今回こういった形でギフト券の事業をさせていただくということを上げさせていただいた

ところでございます。

それから、仕入価格につきましては、先ほどおっしゃいましたおこめ券のときは、１枚

当たり数十円という形で手数料といいますか、かかっておったんですけども、今回のギフ

ト券につきましては、一括購入した場合は、数百円の手数料はかかるんですけども、基本

的には額面の金額で仕入れができるというふうに認識をしておるところでございます。

それから、お店側の換金手数料につきましては、これはちょっと個別のお店との契約に

なるそうでございますので、なかなか、ＪＣＢさんのほうに問合せをしたんですけども、

そこのとこはちょっと把握ができていないところでございます。以上です。

○西野分科会長

この事業の概要というところに、市民生活の支援及び消費喚起による地域経

済の活性化というのが入ります。これは、コロナ対策のときからずっとこういった目的で

Ｊ－Ｃｏｉｎなりおこめ券なりっていうものを配布しているわけなんですが、コロナ対策

のときっていうのは、皆さんが出かけずに消費を控えておられたっていうこともあったり、

事業者さんにもっと行っていただくという支援というのは意味があったと思うんですが、

物価高騰対策っていうことになりますと、全体的に皆さん、とにかく生活に関するお金に

困っておられるという中で、消費喚起をする、要するにレバレッジを効かせるために、幾

ら買ったら幾らつけますよという形で、この物価高騰対策をすることに非常に違和感があ

るんですが、その辺り、ちょっと商工課という担当ですので、どうしてもそうなるんです

が、副市長、お答えいただけますでしょうか。

○西野分科会長 伊澤副市長。

○伊澤副市長 結論から言いますと、政策の選択の問題だったと思います。いろんな方法

がありまして、他の自治体の例を見ますと、一律１世帯当たり、あるいは市民１人当たり

幾らというような金額をお配りになっている自治体もあるというふうに承知しております

し、今回御提案しているような、こういったいわゆるプレミアム付の商品券、あるいは次

に出てきますポイント還元といったようなやり方を取ってるものもあるということであり

ます。

我々、実はいろんな方法をそういったものを並べて、当然検討はしたわけでありますが、

国のほうから資金も頂きながら、今の経済局面で市民の生活を支えるということにいかに

有効に使うかということを検討した結果というのが答えであります。市民生活で、あえて

言いますと、単純にお金なり金券を配るというやり方もあるんだろうとは思うんですけど、

それだとそれだけの効果しか出ないと。一方、こういうやり方をすれば、そのお金が経済

循環の中では何倍にも生きてくると。御案内のとおり、経済的に弱い立場の方々には、別

途、これは福祉保健部所管になりますけども、そういった非課税世帯に対する一律の給付
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金等が、これは国策で措置され、財源も含めて措置されたものを市のほうから別途給付す

るという事業も実はあるわけですので、そういったものとの組合せをトータルに考えると、

現在御提案しているようなやり方が我々としては一番トータルの効果が大きいのではない

かと、このような判断をしたということであります。以上であります。

○西野分科会長

一貫してそういった説明をこれまでも受けていますので、そういった政策的

な選択であるということは理解をしていますが、これ何回も重ねている中で、要するに経

済効果、さっき私も言った、てこの原理、レバレッジを効かせるということは、原資を持

った人でないとその恩恵にあずかれないという面もあるのではないかと思います。その経

済的に困窮されている方には、ほかの措置があるといいますが、住民税非課税世帯と、そ

ういった、例えばＪ－Ｃｏｉｎなんかにしても、口座にお金がある人でなければこの効果

得られないわけで、支援を得られない。商品券をまず買えるお金がある人でなければ支援

を受けられないという中で、非課税世帯とその世帯との間っていうのはずっと取り残され

てるんじゃないかなというふうに思い始めているんですが、その辺り、どのように配慮を

されていますでしょうか。

○西野分科会長 伊澤副市長。

○伊澤副市長 いわゆる一律給付を受けれる非課税世帯等々、それに連なる世帯への配慮

という御質問でありますが、これもやはり一定の限界はあるというふうに思います。あえ

て言いますと、例えばギフト券の事業でも、例えばギフト券の額が極めて高額で、１枚、

例えば１万円とも１０万円もするような券を買ってくださいということでは必ずしもあり

ません。そこにありますとおり、数千円、５,０００円のものを買っていただくと。もちろ

んそれすらもないという御家庭もあるのかもしれませんけど、そういった金額を購入して

いただきやすいものに抑えるということも一つ、我々としては考えておりますし、それか

ら、御口座がないというふうにおっしゃると確かにそうなのかもしれませんが、ポイント

還元に至っては、これはもうまさに円単位でポイントがついてくるというものであります

ので、そういった部分で、我々としては一定の配慮といいましょうか、をさせていただい

ているというところだというふうに考えております。以上です。

○西野分科会長

これからこういったものが、まだ交付金が続くかどうか分かりませんけど、

事業者さんだけでなく、本来の生活支援ということで、皆さんにしっかりと支援が届くよ

うな方法を今後も工夫していただきたいと要望しておきます。以上です。

○西野分科会長 ほかにございませんか。

森田委員。

○森田委員 同じく物価高騰克服のとこの生活応援ギフト券事業についてお伺いしたい

んですけれども、既存のギフト券を使うっていう話も説明いただいてまして、ＪＣＢギフ

トカードだということを想定されてるとのことなんですけれども、最も利用可能店舗数が

多いとのことなんですが、市内でどのくらいの店舗で利用ができるのかっていうところ、

まず伺いたいと思います。

○西野分科会長 坂隠商工課長。

○坂隠経済部次長兼商工課長 実は、市内で利用できる店舗につきましては、ちょっとま
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だＪＣＢ側のほうから回答がなくて、今調査中ではあるんですけども、既存のその他の流

通しているギフト券の中では、ＪＣＢさんがどうも全国で１００万店というふうにお伺い

しておりまして、利用できる店舗が多いということで、一応そちらのほうを軸に今調整を

進めているところでございます。以上です。

○西野分科会長 森田委員。

○森田委員 そういったことで理解はしたんですけれども、全国で１００万店とのことだ

ったんですが、基本的に全国展開しているチェーン店とかで利用できるケースっていうの

がほとんどだと思っておりまして、地元企業さんがどれだけ恩恵にあずかることができる

かなっていうのはちょっと懸念している部分ではあるんですけれども、それと併せて、市

内のどの店舗で使えるかっていうのも、私も調べてはみたんですけれども、いまいち何か

分かりにくい部分がありまして、広報の部分というのはちょっと工夫が必要なのかなとい

うふうに思いましたので、その辺りは併せて行っていただきますように要望しておきたい

と思います。以上です。

○西野分科会長 ほかにございませんか。

錦織委員。

○錦織委員 今回は、スマホを使わない人にもこうした恩恵が直接行くようにということ

だったら、市民全員が商品券だとかそういったことでお金を払ってギフト券を買うとかっ

ていうことじゃなくて、そういうのが一番望ましいというふうには思いますけれども、今

回は、物価高騰克服っていうのは本当になるべく早くこういった施策が届くようにってい

うことでも考えられたものだなというふうに思います。ちなみに境港市は商品券というこ

とで、これはいいなと思うんですけど、どうも５月頃になるということで、やっぱりそこ

をどうするかっていうのが政策の考え方だなというふうには承知しております。

それで、今後のスケジュールで見ると、応募受付開始が３月で、物価高騰対策事業につ

いての２枚物なんですけども、これは、単純にそこに買いに行って、販売して、すぐもら

えるというものではなく、応募をしなきゃいけないっていうのが、何かちょっと手間だな

っていう感じはするんですけどね、どうなんでしょうか、これは。

○西野分科会長 坂隠商工課長。

○坂隠経済部次長兼商工課長 今回の応募のやり方なんですけれども、準備するギフト券

の数量を決めておりますけれども、逆に言うと、そういった決めておる数量がありますも

んで、応募をいただいた数によっては抽せんっていうことを今のところは想定をしており

ます。しかしながら、そこのところもやはり必要とされる皆さんになるべく行き渡るよう

にということもございますので、前回のプレミアム商品券をさせていただいたときの応募

された人数、最終的に応募された人数、皆さんに行き渡る、拾えるような、それぐらいの

数になるような計算で今回させていただいております。しかしながら、そういったもとも

との数というのがある関係がございますので、一旦は申込みをいただいて、その後にこち

らのほうから通知を差し上げて、指定されたところに引換えというか、買いに行っていた

だくという形で今回進めたいというふうに思うとこでございます。以上です。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 具体的に応募方法みたいなのを教えてください。
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○西野分科会長 坂隠商工課長。

○坂隠経済部次長兼商工課長 まず、基本的にはスマホをお持ちでない方というのも想定

しておりますので、紙媒体のチラシのほうではがきをつけておきまして、その往復はがき

を持って申込みをしていただくというのが一つのパターン、紙のパターンと、あとは、ネ

ットとかスマホの環境がある方に関しては、インターネットを通じた申込みもできるとい

う２本立てで取り組みたいというふうに思ってます。以上です。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 往復はがきっていうことなんですけど、これは、切手などはどうですか、申

込みする人が貼らないといけないんですか。

○西野分科会長 坂隠商工課長。

○坂隠経済部次長兼商工課長 前回のプレミアム商品券のときも同じスキームでさせて

いただいたんですけれども、同様に、今回も切手の部分だけはちょっと御負担をいただけ

ればなというふうに思っているところです。以上です。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 切手を買いに行くっていう手間が結構大変なんですよ。私はもう幾つか切手

を持って、置いてるんですけど、そういうこと考えると、やっぱりあんまりやり方よくな

いなっていうふうに、そこは料金後納とか、そういうことでできないんでしょうか。検討

していただけないでしょうか。

○西野分科会長 坂隠商工課長。

○坂隠経済部次長兼商工課長 いろんな御事情がある方もいらっしゃると思いますので、

例えば受付の業務とかを受託する事業者のところへお持ちいただくとか、そういったやり

方も検討してまいりたいというふうに思ってます。以上です。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 分かりました。そうしたら、当選したら、応募して、当選するというあれが

要るんですけど、それはその事業者のところに取りに行くっていうことですか。

○西野分科会長 坂隠商工課長。

○坂隠経済部次長兼商工課長 こちらも前回と、プレミアム商品券のときと同じスキーム

を検討しておりまして、例えば市内の大型量販店、駐車場がたくさんあって、販売ができ

るというところに販売を代行というか、お願いをしまして、そこに買いに行っていただく

という形にしたいというふうに考えております。以上です。

○西野分科会長 よろしいですか。

錦織委員。

○錦織委員 前回と同様にっていうの、私、ちょっとあまり前回の記憶がないんですけど、

買ってないと思うんですよ。それで、全くないんですけど、やっぱり結局、手に入れるた

めには３度行かないといけないということになるんですかね。申込みに行って、それで用

紙をもらって、そこで申込みをすぐするっていうことができる、切手を持っていったらで

きるっていうことですか。いや、そこで直接お願いしますってお渡しするのは駄目なんで

すよね。一旦ポストに入れなきゃ駄目だっていうことなんですよね。だけん、大分労力が

かかるなっていうふうに、もう少し何か簡単なことをちょっと考えていただけないですか

ね。３度足を運ばなきゃ、２度ですかね、足を運ぶのは２度かもしれないけど、切手を買
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いに行き、ポストに入れに行き、当たったら、でも、当たらない場合もあるから、当たら

なかったら悔しいけど。どうなんですか。

○西野分科会長 坂隠商工課長。

○坂隠経済部次長兼商工課長 やり方によってという部分はございますけども、まず、紙

媒体で申し込みされる方につきましては、先ほど申し上げましたチラシにはがきの様式を

つけておるというものを新聞の折り込み等で入れたいと思っております。それを、例えば

受け取ったものを記入いただいて、切手をもしお持ちの方がいらっしゃれば、そこで貼っ

てポストに投函していただいた上で、こちらからの通知を持って、最終的には買いに行っ

ていただくということなので、そうですね、ポストに入れに行くというところも鑑みます

と、２回は出ていただかないといけないという形にはなるとは思います。以上です。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 分かりました。

○西野分科会長 ほかにございませんか。

中田委員。

○中田委員 先ほど副市長からも答弁があるので、政策的な思想性というか、要は、単純

にお金を配って、言ってみれば、一度集めた税金を何の付加価値もつけずに返すなんてい

うのは一番僕は行政としては面白くないやり方だと思うので、何か効果が出るようなやり

方として、このやり方は私も賛同します。

やっぱり市内の資金循環が起きるような、要するに効果を狙って、こういうやり方する

わけですよね。お金をただ給付するだけだと、その人は物価高騰で瞬間値としては助かる

かもしれませんけど、やっぱり焼け石に水みたいな、今の物価高騰の流れからいくとそう

いう状況もあるので、市内の資金循環を促進するという策がないと駄目だということで賛

同しますが、ぜひ、この効果の確認のところでは配慮願いたいのは、ほとんどの中小零細、

あるいは個人事業者が多いわけですけれども、物価高騰のあおりで事業者のほうは価格転

嫁ができない、なかなかしづらいというところが多いので、とか、スピードですよね、ス

ピード感。やっぱりそういった市内の中小零細の実態把握っていうのを、この施策を推進

した後の効果の確認のところでは、とりわけ、その価格転嫁っていうのがないと、今度は

それがひいては人件費のところで、そこの従業員の皆さんの給与だとかの原資になってい

く部分なので、そういった観点をぜひ持って、効果の確認を今後していただきたいという

ことを申し上げておきたいと思います。これは要望ですので、特に答弁は要りません。

○西野分科会長 ほかにございませんか。

津田委員。

○津田委員 ６ページの下段のプレミアムポイント還元のほうですけれども、一応、別紙

のほうで中間報告いただいておりますけれども、これの前回の残金というのは、中間で出

ておりますけど、大体どのぐらいが余っていたんでしょうか。

○西野分科会長 坂隠商工課長。

○坂隠経済部次長兼商工課長 先ほど触れていただいたんですが、別紙のほうで第２弾の

中間報告ということで書かせていただいております。そのうち１番のところ、キャンペー

ン概要のところで表をつけておりまして、ポイント還元、それから新規ユーザーポイント

付与というところで、予算額が２億４,０００万円と、それから１,０００万円というとこ
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ろでやっておったんですけれども、結果的に、今のところの見込みでいきますと、執行予

定が１億４,６６０万円と３５７万円ということで、執行率としては６割とか、その辺りに

とどまるのかなというふうに見込んでおるところでございます。以上です。

○西野分科会長 津田委員。

○津田委員 これの実態を受けて、これを使い切るための宣伝というか、そういうところ

とか、それをどのような形で今回考えておられるのかなと思いまして、お聞きしたいと思

います。

○西野分科会長 坂隠商工課長。

○坂隠経済部次長兼商工課長 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、今回、第２弾

がこういった形で終わるという見込みになっておるということは、やはりいろいろと反省

しないといけない点も我々あるかなというふうに思っておりまして、その部分でいきます

と、いろんなお声等を鑑みますと、第２弾で行った還元率が１０％といったところがなか

なかちょっと訴求力が弱かったかなというところもございまして、その辺も踏まえて、今

回２０％にしたという経過もございます。広報等につきましては、そこの、今回は第２弾

と比べて、２０％に還元率も上げているというところも積極的に打ち出しながら、多くの

皆さんにこの事業を知っていただくように、ＰＲに努めていきたいというふうに思ってお

ります。以上です。

○西野分科会長 津田委員。

○津田委員 せっかくこうやって計画されているわけですから、もっと多くの市民の方に

使っていただけるような工夫をどんどんしていただきたいと思います。

それから、次ですけれども、１１ページの下段なんですけれども、市民体育館の管理運

営ということで、ここの東山公園内のトイレ改修設計というようなことであるんですけれ

ども、この東山公園内のトイレ、何か所をこれは実施されるような予定なんでしょうか。

○西野分科会長 成田スポーツ振興課長。

○成田スポーツ振興課長 東山公園内の屋外トイレの更新につきましては、現在、来年度

の当初予算要求に向けまして、どのトイレの設計に着手するか精査をしているところでご

ざいまして、現時点では具体的にどこをということではないんですけれども、来年度当初

予算をお諮りする場合には、どこのトイレの設計に着手するのか決定をしたいというふう

に考えております。以上です。

○西野分科会長 津田委員。

○津田委員 まだ決まってないということですけど、市民の方から要望のあったことで言

いますと、洋式トイレなどは非常に座ったときにすごい冷たいということで、温熱にして

くれとか、誰もが使えるようなトイレにしてくれとか、そういうような御要望がありまし

たので、また、その辺も視野に入れていただきたいと思います。要望させていただきます。

以上です。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 プレミアムポイントキャンペーンで、すみません、ちょっとまた元に返って

申し訳ないんですけど、別紙を見て質問したいと思うんですけど、１ページ目のプレミア

ムポイントキャンペーンのところの下のほうの囲みのところで、ユーザー数及び店舗数の

推移についてということで、この参加店舗数っていうことは、第２弾から手挙げ方式とし
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たため減少したということなんですけど、第３弾はやっぱり手挙げ方式にされるんでしょ

うか。

○西野分科会長 坂隠商工課長。

○坂隠経済部次長兼商工課長 今おっしゃられたこの加盟店の経緯でございますけれど

も、第１弾のときは、Ｊ－ＣｏｉｎＰａｙを契約をしておる事業所が１,６００店というこ

とで公表させていただいておったんですけれども、実態が、お店側はＪ－Ｃｏｉｎのほう

に加盟しておるという事実はあったとしても、実際にそういった認識がなかったりとか、

そういった決済手段をそのお店の判断で使えない状況にしていらっしゃるお店もあったと

いうところで、そういった御意見とか苦情もいただきましたので、第２弾のときに改めて

手挙げ方式、要はこのＪ－Ｃｏｉｎの決済が使えるお店ということで登録をさせていただ

いたところでございます。結果として、第２弾が終わったタイミングでは１,１１８店とい

うことで、新たに手を挙げられた皆さん、事業者の方がいらっしゃったので増えましたけ

れども、第３弾は基本的にこの１,１１８店のところをベンチマークとしまして、新たにま

た参加されたいという事業者さんにおかれましては、登録等の手続を進めていただければ、

こちらのほうに追加をしていただけるという形で考えております。以上です。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 今の説明では、約１,６００店っていうふうに開始のときには言ってたけれ

ども、実質的には使えない店が多かったっていうことなんですね。そのことは分かりまし

た。

それで、右側のページに行きまして、前回の、第２弾のほうでは執行率は６割だったと。

これは、還元率１０％にしていたからそうだったのではないかという、なんですけれども、

新規ユーザーのポイント付与っていうのが今回されないんですけども、それ、私、このも

の自体はちょっと疑問が、この事業自体は疑問がやっぱり残るんですけれども、これを成

功させようと思うと、新規ユーザーさんをもっと増やしたほうが単純にいいんじゃないか

なというふうに思うんですけど、今回はないということなんですが、これをやめた理由は

何でしょうか。

○西野分科会長 坂隠商工課長。

○坂隠経済部次長兼商工課長 今回は、先ほども申し上げましたように、ギフト券の事業

と並走してやるということもございまして、予算的な制約がまず一つあったというところ

と、あとは、これも先ほどお話ししましたように、第２弾のときのこの予算額に対して、

この新規登録をしていただいた方の数が思ったより伸びなかったということもございまし

て、いわゆる、新規ユーザーの獲得、拡大においては、こういった形のインセンティブも

あるとは思うんですけれども、それよりも還元率を上げて訴求したほうがよいのではない

かという判断で、今回はこういった形で上げさせていただいたところでございます。以上

です。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 分かりました。２のキャンペーン参加人数ということを見ますと、全体の４

分の１は米子市民ではなかったということですね。市内の事業者に貢献すると、消費喚起

するということで、事業者の売上げアップにつなげようということからいうと、市外の方

が使われても、そのこと自体は米子市内の業者には関係ないというか、お客さんが来れば
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それだけ売上げが上がるし、経済が回るということの判断なんでしょうけれども、こうい

うキャンペーンをして、米子市の事業者さんだけで使えるということで、これをまた第３

弾でされるわけですけれども、今回の第３弾では、キャンペーンの参加人数っていうのを

想定した場合には、やっぱり４分の１程度は市外の方っていうふうには想定されてますか。

○西野分科会長 坂隠商工課長。

○坂隠経済部次長兼商工課長 市外在住の方のこれまでの傾向といいますか、使いいただ

く方の割合でいきますと、おっしゃられるように４分の１ぐらいだというところでござい

ますので、同じようなキャンペーンを打った場合に、それに近いような数字の御利用があ

るのではないかなというふうに思っております。以上です。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 ということで、これも１億５,０００万円でしたかね、今回、ですよね、今

回ね。その４分の１が市民外、市外の方っていうことになると、ちょっとこういうやり方

がいいのかなっていうこともやっぱり残りますし、それから、キャンペーン参加者の年代

別内訳っていうのを見ますと、２０代、３０代も少ないし、７０代以上っていうのは本当

に１０％もいかないぐらいなので、こういう事業をずっと続けるのがいいのかなっていう

のは私は疑問に思います。あえて今回、予算には反対しないんですけれども、そういうふ

うに考えています。以上です。

○西野分科会長 ほかにございませんか。

引き続きよなごプレミアムポイント還元キャンペーンについて伺いたいん

ですが、今までの話を聞いて、執行も６割にとどまっている。しかも、物価高騰対策の交

付金であるにもかかわらず、市内ではなくて市外在住者にかなりのお金が流れている。こ

ちらのプレミアムポイント還元キャンペーン、Ｊ－Ｃｏｉｎのほうは、ポイント自体は市

内で囲い込みができていて、経済効果には一定程度寄与しているというのは分かりますが、

翻って、今度の生活応援ギフト券事業というのは、これは市民にしか配られないけど、た

だ、このギフトカードというのは市外のお店でも使えるので、今度は市内の経済循環とい

う意味では弱いということになると、どちらも破綻しているように思うんですが、その辺

りどういうふうに勘案して、この事業を政策的に決定されたのか、御説明いただきます。

○西野分科会長 伊澤副市長。

○伊澤副市長 これも先ほどお話しした話を少し詳しくお話しすることしかないんです

けども、本当に政策選択であります。ちょうどいいツールがあればいいんですけど、例え

ば市民に限定して、市内でしか使えないものをやろうとすれば、今でいくと、オリジナル

の商品券のようなものを市民にお配りするという方法しかございませんが、その方法を取

った場合、大変な大きな間接コストと大変な時間がかかるということがあります。それで

もいいんだという選択もあると思いますが、我々はそれはふさわしくないだろうという選

択をしたということであります。以上です。

○西野分科会長

そのよなごプレミアムポイント還元キャンペーン、Ｊ－Ｃｏｉｎのほうは、

スマホ需要がある方にということで伺っていますが、実際、私の元に若い世代から届くの

は、かなりこの第３弾ということに関しては失望の声が届いています。執行部側の苦悩と
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いうのも今までもずっと聞いてきてよく分かっていますが、いま一度、このタイミングで、

しっかり市民は何を望んでいるのかということを、先ほど副市長が言われたような経費の

問題も含めて、しっかり市民に問うていくいうことも必要なフェーズに来ているのかなと

いうふうに思いますので、先ほどとかぶりますが、次期もしあるとしたら、次期あるとし

たらではなくても、この大きな国の交付金を使った総括としても、市民の御意見というの

は一度賜っておくべきなのではないかなと思いますので、意見をしておきます。以上です。

○西野分科会長 ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○西野分科会長 ないようですので、以上で経済部所管の審査を終わります。

予算決算委員会都市経済分科会を暫時休憩いたします。

午前１１時５７分 休憩

午前１１時５８分 再開

○西野分科会長 予算決算委員会都市経済分科会を再開いたします。

予算決算委員会における予算分科会報告の意見の取りまとめを行います。

報告に入れる意見につきまして、委員の皆様の御意見を求めます。

〔「なし」と声あり〕

○西野分科会長 それでは、特になかった旨、報告させていただきます。

以上で予算決算委員会都市経済分科会を閉会いたします。

午前１１時５９分 閉会

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。

予算決算委員会都市経済分科会長 西 野 太 一


